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市
で
は
定
住
人
口
増
加
を
図
る
た
め
、
新
婚

世
帯
の
新
生
活
を
応
援
し
ま
す
。

▼
対
象
（
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
）

・
婚
姻
後
2
年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
34
歳
以
下

・
夫
婦
の
総
所
得
金
額
等
が
3
4
0
万
円
未
満

（
婚
姻
を
機
に
離
職
し
、
申
請
日
に
お
い
て
無

職
の
場
合
は
所
得
を
0
と
み
な
し
ま
す
）

・
補
助
金
交
付
後
2
年
以
上
市
内
に
居
住
す
る

・
市
税
の
滞
納
が
な
い

▼
対
象
と
な
る
費
用

●
住
居
費
（
平
成
31
年
4
月
1
日
以
降
の
住
宅

取
得
ま
た
は
賃
貸
）

　

市
内
に
住
宅
を
取
得
す
る
費
用
ま
た
は
市
内

の
住
宅
物
件
（
公
営
住
宅
を
除
く
）
の
賃
貸
料

（
賃
料
、
敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
な
ど
）。
た
だ

し
、
住
宅
手
当
を
受
け
て
い
る
場
合
は
控
除
し

た
額
。

●
引
越
費
用
（
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
）

　

市
内
の
住
宅
物
件
（
公
営
住
宅
を
除
く
）
へ

の
引
越
費
用
。

▼
補
助
額
　

　

上
限
30
万
円
（
住
居
費
お
よ
び
引
越
費
用
の

合
計
額
）

▼
申
込
方
法

　
市
役
所
2
階
縁
結
び
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
持
参
の
み
）。

■問
・
■申
■請
（市）
縁
結
び
課

▼
対
象
（
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す

る
世
帯
）

・
市
内
在
住
で
夫
婦
と
も
に
40
歳
未
満

・
市
税
の
滞
納
が
な
い

▼
対
象
と
な
る
住
宅

　

平
成
31
年
1
月
2
日
〜
令
和
2
年
1

月
1
日
に
取
得
し
た
市
内
の
住
宅（
新

築
ま
た
は
建
築
後
2
年
以
内
の
未
入
居

の
物
件
）

▼
補
助
内
容

　

新
た
に
市
内
に
住
宅
を
建
築
（
取

得
）
す
る
際
に
課
税
さ
れ
る
固
定
資
産

税
お
よ
び
都
市
計
画
税
相
当
額
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
（
新
築
軽
減
期
間
中
、

最
大
3
年
間
）。

　

申
込
方
法
な
ど
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
縁
結
び
課

▼
対
象
（
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す

る
世
帯
）

・
夫
婦
の
ど
ち
ら
も
40
歳
未
満

・
夫
婦
い
ず
れ
か
の
前
住
所
が
市
外

・
市
税
の
滞
納
が
な
い

▼
対
象
と
な
る
住
宅

　

平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し

た
市
内
の
住
宅

▼
補
助
額
（
上
限
額
）

　

新
築
物
件
25
万
円
、
中
古
物
件
20
万

円
（
い
ず
れ
も
住
宅
の
取
得
に
要
し
た

経
費
）

▼
申
込
方
法

　

市
役
所
2
階
縁
結
び
課
ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
（
持
参
の
み
）。

■問
・
■申
■請
（市）
縁
結
び
課

転
入
す
る
若
者
・
子
育
て
世
帯
の
新
居
取
得
を
応
援

若
者
・
子
育
て
世
帯
の
新
居
取
得
を
応
援

▼
対
象
世
帯

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
世
帯（
今
ま
で
に

当
事
業
の
助
成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と
）

▼
対
象
事
業

　

高
齢
者
に
配
慮
し
た
既
存
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
工
事
（
工
事
費
７
万
5
千
円
未
満
は
助
成
対
象

外
）

▼
要
件

・
2
カ
所
以
上
の
手
す
り
の
取
り
付
け
ま
た
は

屋
内
の
段
差
解
消
を
伴
う
工
事
の
実
施
（
個
所

ご
と
に
限
度
額
あ
り
）

・
2
0
2
0
年
2
月
末
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

支
払
い
を
終
え
る

・
築
年
数
・
住
宅
の
工
法
な
ど
に
よ
り
耐
震
診

断
の
受
診
が
必
要
な
場
合
あ
り

▼
受
付
期
限 

12
月
13
日
（金）

▼
所
得
制
限

・
生
計
中
心
者
が
給
与
収
入
の
み
の
場
合
前
年
分

の
給
与
収
入
金
額
が
8
0
0
万
円
以
下
の
世
帯

・
生
計
中
心
者
が
給
与
収
入
の
み
以
外
の
場
合
前

年
分
の
所
得
金
額
が
6
0
0
万
円
以
下
の
世
帯

▼
助
成
額

・
７
万
5
千
円
以
上
15
万
円
未
満
：
4
万
円

・
15
万
円
以
上
30
万
円
未
満
：
7
万
5
千
円

・
30
万
円
以
上
：
15
万
円

▼
申
請
方
法

　

必
要
書
類
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
介
護
保
険
課 

介
護
予
防
係

　

自
主
的
に
運
転
免
許
証
を
返
納
し
た
市
内
に

住
所
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方
に
、
バ
ス
や
鉄
道
、

タ
ク
シ
ー
の
1
万
円
相
当
の
乗
車
券
な
ど
を
年

度
ご
と
に
1
回
交
付
し
ま
す
。
対
象
者
な
ど
、

詳
細
は
広
報
み
き
4
月
号
9
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
が
、
次
の
会
場
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時
　
①
5
月
10
日
（金）　

②
5
月
15
日
（水）　

　
　
　
　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時
30
分

▼
場
所
　
①
緑
が
丘
町
公
民
館

　
　
　
　
②
自
由
が
丘
公
民
館

高
齢
者
用
バ
ス
券
等
の
交
付
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

■問
・
■申
■請
（市）
福
祉
課
　
総
務
・
高
齢
者
福
祉
係

新
婚
世
帯
の
新
生
活
を
応
援

　

市
外
の
若
者
・
子
育
て
世
帯
が
市
内
に
転
入
す
る
際
の
住
宅
取
得
費
を
補
助
し
ま
す
。

　

若
者
・
子
育
て
世
帯
が
、
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入
（
新
築
未
入
居
の
物
件
の
み
）

し
た
場
合
の
取
得
費
を
補
助
し
ま
す
。

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
住
宅
で
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
高
齢
者
に
対
応
し
た
住
宅
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　保険料の激変緩和措置として、据え置かれていた所得の低い被保険者に対する均等割軽減について、
2019年度、軽減割合が見直されました。これまで9割軽減の方は、8割軽減に変わります。
　2019年度の詳しい保険料額については7月中旬に通知します。

▼保険料の決まり方

▼対象者　世帯主の総所得金額が33万円以下で、同一世帯の被保険者全員の所得が
　0円（年金収入が80万円以下）の方
▼内容　均等割額の軽減が9割から8割に変更

高
齢
者
の
住
宅
改
造
費
用
を
助
成

自
主
的
に
運
転
免
許
証
を
返
納
さ
れ
た
高
齢
者
の
方
へ

バ
ス
・
鉄
道
・
タ
ク
シ
ー
の
乗
車
券
な
ど
を
交
付

後期高齢者医療保険料の均等割軽減割合が変わります

■問（市）医療保険課　福祉医療係

均等割額
48,855円

2018年度

9割軽減
保険料1割　（4,885円）

2019年度

8割軽減
保険料2割　（9,771円）

所得割額
（総所得金額－基礎控除33万円）×所得割率10.17％

年間保険料額
（限度額62万円）

48,855円
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